
 

「箕輪町こどもの未来応援条例（案）」に対する意見募集について 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

箕輪町では、すべてのこどもが主体性を持って健やかに育つために、地域全体で喜びや楽し

さを実感しながら子育てができる地域社会を実現することを目的とした「箕輪町こどもの未

来応援条例」の制定を目指しています。 

箕輪町子ども・子育て審議会からのご意見や、こども・子育て家庭の皆様にご回答いただい

たアンケート結果を参考に、この度、「箕輪町こどもの未来応援条例（案）」がまとまりま

したので、住民の皆様が安心して子育てやこども・子育て支援ができる町を目指した条例と

なるように、本条例（案）を住民の皆様にお示しし、パブリックコメントを実施しますの

で、ぜひご意見をお寄せください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

                                   

箕輪町役場 子ども未来課 プレスリリース 

令和５年９月２８日 
箕輪町 

意見募集期間 

令和５年９月 28 日（木）～10 月 27 日（金） の 30 日間 

意見提出方法 

提出は以下のいずれかの方法による。 
（１）郵送又は箕輪町役場子ども未来課窓口まで持参 
（２）ＦＡＸ 
（３）電子メール 
（４）申請フォーム 

関係資料の公表 

条例（案）に係る関係資料を以下により公表する。 

（１）箕輪町公式ホームページに掲載する。 

（２）箕輪町役場子ども未来課窓口 に設置する。 

意見記入様式 

意見を記入する様式は自由とする。なお、記入様式例を町公式ホームページに掲載する。 

募集結果の公表等について 

募集期間終了後、提出された意見の概要と、町としての考え方を公表します。 

なお、氏名・住所・連絡先などの個人情報は公表しません。 

 添付資料 有  無 

子ども未来課 子育て支援係 

（課長）髙橋 英人 （担当）鈴木 道代 

電話：0265-79-3164（直通） 

FAX：0265-79-0230  

E-mail:kodomo@town.minowa.lg.jp 


